
【
個
人
の
場
合
】

　

個
人
が
、
災
害
に
よ
り
被
害
を

受
け
ら
れ
た
方
を
支
援
す
る
た
め

に
支
払
っ
た
次
の
①
〜
③
の
義
援

金
（
寄
附
金
）
は
、
寄
附
金
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
義
援
金
は
、
個
人

住
民
税
の
寄
附
金
税
額
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

①
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
義
援

　

金
（
国
が
募
集
す
る
義
援
金
を

　

含
み
ま
す
。
）

②
被
災
地
の
地
方
公
共
団
体
に
設

　

置
さ
れ
た
災
害
対
策
本
部
に
対

　

す
る
義
援
金

③
募
金
団
体
を
通
じ
て
、
被
災
地

　

の
地
方
公
共
団
体
に
支
払
わ
れ

　

る
こ
と
が
明
ら
か
な
義
援
金

（
詳
し
く
は
、
募
金
団
体
に
ご
確

　

認
く
だ
さ
い
。
）

※
右
記
①
〜
③
以
外
の
義
援
金

（
寄
附
金
）
で
あ
っ
て
も
、
募
金

団
体
が
財
務
大
臣
か
ら
指
定
を

受
け
て
い
る
場
合
な
ど
、
一
定

の
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、

寄
附
金
控
除
の
対
象
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
（
詳
し
く
は
、

募
金
団
体
に
ご
確
認
く
だ
さ

い
）
。

【
法
人
の
場
合
】

 
 

会
社
な
ど
の
法
人
が
、
災
害
に

よ
り
被
害
を
受
け
ら
れ
た
方
を
支

援
す
る
た
め
に
支
払
っ
た
義
援
金

の
税
務
上
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

は
、
義
援
金
（
寄
附
金
）
の
区
分

に
よ
っ
て
、
左
表
の
と
お
り
と
な

り
ま
す
。

○
損
金
算
入
す
る
た
め
の
手
続
き

　

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
寄
附

金
等
お
よ
び
特
定
公
益
増
進
法
人

等
に
対
す
る
寄
附
金
を
損
金
に
算

入
す
る
に
は
、
法
人
税
の
確
定
申

告
書
に
そ
の
金
額
を
記
載
し
、
寄

附
金
の
明
細
書
を
添
付
す
る
と
と

も
に
、
所
定
の
書
類
を
保
存
し
て

い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

八
雲
税
務
署
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義
援
金
を
支
払
っ
た
場
合
の

 
 
 
 
 
 
 
 

税
務
上
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

被
災
し
た
地
方
公
共
団
体

に
対
す
る
寄
附
金

1

財
務
大
臣
が
指
定
し
た

寄
附
金

2

特
定
公
益
増
進
法
人
に
対

す
る
寄
附
金

3

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
に
対

す
る
寄
附
金

4

そ
の
法
人
の
資
本
金
や
所
得
に
応
じ

た
一
定
の
限
度
額
ま
で
損
金
算
入

一
般
の
寄
附
金
と
は
別
枠
で
、
寄
附

金
の
合
計
額
と
一
定
の
特
別
損
金
算

入
限
度
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
金
額

ま
で
損
金
算
入

支
払
っ
た
額
の
全
額
が
損
金
算
入

一
般
の
寄
附
金
（
右
記
以
外
）

5

資
源
ご
み
集
団
回
収
活
動

助
成
制
度

　

資
源
ご
み
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
推

進
し
、
ご
み
の
減
量
化
を
図
る
た

め
、
町
内
会
や
子
ど
も
会
な
ど
の

住
民
団
体
ま
た
は
法
人
格
を
持
つ

非
営
利
団
体
が
自
発
的
に
実
施
し

て
い
る
資
源
ご
み
集
団
回
収
活
動

に
対
す
る
助
成
制
度
で
す
。

（
第
2
回
目
の
受
付
は
平
成
31

年

　

4
月
の
予
定
で
す
。
）

【
申
請
期
限
】
10

月
31

日
（
水
）

【
助
成
対
象
】

　

営
利
を
目
的
と
し
な
い
住
民
団

体
等
（
個
人
は
除
く
）
が
、
八
雲
町

内
に
お
い
て
、
今
年
4
月
か
ら
9

月
ま
で
の
間
に
集
団
回
収
し
た
資

源
ご
み
（
空
き
瓶
、
空
き
缶
、
古

紙
、
紙
パ
ッ
ク
な
ど
）
で
、
古
物

商
等
へ
売
却
し
た
も
の
。

【
助
成
金
額
】

　

売
却
し
た
資
源
ご
み
の
重
量　

1
㎏
当
り
3
円

【
手
続
き
】

　

各
団
体
よ
り
町
へ
申
請
書
（
売

却
し
た
際
の
伝
票
の
写
し
添
付
）
を

提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
た
、
法
人
格
を
持
つ
非
営
利

団
体
に
つ
い
て
は
、「
資
源
ご
み
回

収
活
動
計
画
書
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
す
で
に
計
画
書
を
提
出
し
て
い

　

た
だ
い
て
い
る
非
営
利
団
体
に

　

つ
い
て
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

・
環
境
水
道
課
環
境
衛
生
係
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・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

　

☎
0
1
3
9
8
│
2
│
3
1
1
1

ふるさと納税の状況
8月末現在累計（平成30年4月～8月）

寄附件数 30,516件

寄附金額 322,909,000円
第１回目の

申請受付中

9　Yakumo Public Relations Vol.157


